
取組を推進する上での 意見出しのヒント

協議会における長時間労働削減の取組に関する意見について
【課題】
●自動車運転業務の時間外労働の上限規制の適用＝令和６(2024)年３月31日まで猶予
●トラック貨物運送事業者・業界団体による猶予期間中の長時間労働削減に関する自主的な取組が重要

２ 法令・制度の内容は認知されているか
●労働時間上限規制、割増賃金率５割ルール、各種ガイドライン(ヒント集)、

… 行政の支援策は認知されているか

３ 労働時間を短縮する上で、ネックになっていることは何か
●「短納期発注」の常態化、給与体系の問題、手待ち時間と荷役時間の削減

４ 適正価格の取引、応分の費用負担の阻害要因は何か
●中小企業は、製造業者・荷主・元請・配送先等と、交渉する機会を持てるのか

１ 人手不足をはじめとする物流危機
運送事業者⇔荷主間で認識が共有されているか（「何とかなる」と思っていないか）
●仕事はあるがドライバーはいない ●違法な業者が法令遵守業者を駆逐
●スーパーからセール品がなくなる、歩いて行けるスーパー自体なくなる

５ 発注内容は書面で明確化されているか
●頻繁に仕様変更・追加発注時の納期見直しがないか
●不要不急の時間や不必要な曜日指定の発注等はないか

１ 人手不足をはじめとする物流危機。
運送事業者⇔荷主間で認識が共有されているか。（「何とかなる」と思っていないか）

２ 法令・制度の内容は、認知されているか。

３ 労働時間を短縮する上で、ネックになっていることは何か。

４ 適正価格での取引・応分の費用負担の阻害要因は何か。

５ 発注内容は書面で明確化されているか。
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令和元（2019）
年度

令和２（2020）
年度

令和３（2021）
年度

令和４（2022）～
令和５（2023）

年度

令和６（2024）
年度

上限規制の
適用開始

労働局による労働時間等説明会の開催等
【課題】
自動車運転業務の労働時間に関しては、時間外労働の上限規制の
適用が令和６（2024）年３月31日まで猶予されており、トラック貨物運
送事業者・業界団体による猶予期間中の長時間労働削減に関する自
主的な取組が重要である。

取引環境・
労働時間
改善地方
協議会に
よる検討

奈良労働局を中心に説明会を開催

（できるだけ多くのトラック貨物運送業者を
対象に実施する）

令和元～３年度 集中実施期間

荷主及びトラッ
ク事業者に対
する普及啓発
セミナー（委託
事業）による
対応
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